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新エネルギー発電設備事故対応・構造強度WG（第12回）－議事内容 

（平成30年1月26日（金）13：00～ 経済産業省別館3階310会議室） 

 

○白神電力安全課長  それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思

います。 

 私、電力安全課長の白神と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、ご多忙の中、委員の先生方にはご出席を賜りまして、まことにありがとうござ

います。 

 本日、若尾委員、西尾委員がご欠席ですが、10名中８名の委員に出席いただいているた

め、ワーキンググループの定数を満たしております。石原委員、奥田委員は少し遅れる旨、

ご連絡をいただいております。現在こちらに向かっていらっしゃるということです。 

また、オブザーバーとして、日本風力発電協会の海津技術部長にご出席いただいており

ます。 

 説明者ですが、鎮西ウインドパワー株式会社、株式会社ユーラステクニカルサービス、

株式会社ジェイウインドサービスにご出席いただいております。 

 まず初めに、産業保安担当審議官の塩田から一言ご挨拶申し上げます。審議官、よろし

くお願いします。 

○塩田審議官  皆さん、こんにちは。産業保安担当の塩田と申します。よろしくお願い

いたします。本日は委員の皆様方、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがと

うございます。 

 本日ですけれども、再生可能エネルギー、太陽光ですとか風力を一生懸命促進しようと

いうことでございますが、安全の確保は非常に大事な課題だと考えておりまして、本日は

まず太陽電池発電設備の安全確保につきまして、昨年度も台風などでパネルが飛ばされた

り、多大な被害が出たということも踏まえまして、平成29年４月のJIS C 8955の改正を受

けた電気設備の技術基準の解釈の改正ということで本日ご審議いただきたいと思っており

ます。 

 風力につきましても、昨年も風車の焼損の事故等が起こっておりまして、本日幾つか事

故の原因検証等、あるいは対策をご審議いただき、今後こういった事故情報を各事業者に

おきまして自主的な保安監査等の促進に役立てていただければと期待しているところでご

ざいます。 
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 それから、審議事項に加えまして、洋上風力発電設備に関する技術基準統一的解説とい

うことで、国土交通省とともに検討を進めてきております解説につきまして報告させてい

ただき、ご意見を賜れればと思っております。 

 大変限られた時間ではございますけれども、忌憚のないご意見、ご審議をよろしくお願

いいたします。 

○白神電力安全課長  ありがとうございました。 

 次に、配付資料の確認をいたします。 

 配付資料は、お手元の端末、ｉＰａｄでご覧いただくようになっておりまして、資料１

から５と、参考資料として、資料１―２JIS C 8955がございます。また、委員の先生限定

の参考資料として、JIS C 8955；2017「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重係数算出方

法」と洋上風力発電施設の統一的解説案を配付させていただいております。 

 なお、席上の紙の資料につきましては、会議終了後、回収させていただきますので、あ

らかじめご了承ください。 

 資料がみられない場合や、端末の操作についてご質問がある場合は、お手数ですが、事

務局までお申しつけください。 

 それでは、以降の進行を勝呂座長にお願いいたします。座長、よろしくお願いいたしま

す。 

○勝呂座長  ありがとうございます。それでは、議事に入りたいと思います。説明をい

ただく際には、いつもながらですけれども、時間が限られていますので、簡潔にお願いし

たいと思います。目安としては説明を10分ぐらい、質疑応答を10分ないし15分ということ

で進めていきたいと思いますので、ご協力をお願いします。 

 それでは、一番最初に太陽光発電設備の技術基準の解釈の改訂についてということで、

事務局から資料の説明をお願いします。 

○榎本電力安全課長補佐  それでは、事務局から解説させていただきます。 

 まず、資料１―１をご覧ください。今般改正いたしますのは、昨今の自然災害増加とい

うことで、パネルの飛散、架台の倒壊が頻発しておりまして、設置数が非常にふえている

中で被害が今後大きくなるのではないかということが懸念されております。この状況を受

けて、2017年４月に日本工業規格JIS C 8955が改正されております。この改正に合わせま

して、太陽光発電設備の安全確保をするための基準を再検討するということで今回してお

ります。 



- 3 - 

 

 現在この基準につきましては、電気事業法39条第２項第１号の事業用電気工作物の維持

というところで、その下位規定であります技術基準、そして同解釈の46条の「太陽電池発

電所の電線等の施設」の2項に日本工業規格JIS C 8955；2004年版に規定される強度を有

するものであることと規定がされております。これを今般、2017年版に入れかえるという

作業をしておりますけれども、2017年版になりましたときに、実はタイトルが変わってお

りまして、今までは太陽電池アレイ用――パネルのことでございます――支持物設計標準

というタイトルだったものが、アレイ用支持物の設計用荷重算出方法になりまして、２ペ

ージ目の図をご覧いただければわかりますが、材料関係、接合の問題、防食の関係、ここ

ら辺の規定がＪＩＳから落ちてしまっております。この落ちた部分を補足いたしまして、

今回、電気設備の技術基準の解釈及び解説の改訂作業を進めさせていただいております。 

 改訂案としましては、算出方法としてはJIS C 8955；2017年版を用いるようにというこ

とで明記いたします。2004年版から2017年版への一番の違いは、2004年版の当時は太陽光

発電は基本的に屋根の上に設置するいわゆる屋根置きタイプが主流だということで作られ

ていたのですが、2011年以降、最近のトレンドでは、いわゆる野立てといわれる地面に設

置するタイプのものが増えてまいりました。それに合わせて地面のものと屋根の上のもの、

それぞれの計算方法を定めたというところが違いでございます。そして材料について、接

合部について、基礎の部分について、防食について、こういうところについても新たにＪ

ＩＳから削除された部分を補って今回の改訂に持ち込んでおります。 

 もう１つ、資料１―２をごらんください。これが改訂案でございます。 

 現行は、この上に書いてありますように、太陽電池モジュールの支持物は、高さにかか

わらずJIS C 8955；2004年版の電池アレイ用支持物設計標準に規定される強度を有するも

のと書かれているのですが、これにつきまして今回改訂させていただきました。一から八

がございますけれども、一から七と八は分けて考えております。八につきましては、解釈

が施行されたときに、現に工事計画届が提出されている、あるいは建設中であるという発

電所についての移行措置ということで、基本的には一から七の各号に適合するものである

ことをお願いしております。 

 この中で特に今回改訂いたしましたのは、４号のところでございます。太陽電池モジュ

ールと支持物、支持物の部材間及び支持物の架溝部分と基礎部分の各接合部は、部材間の

存在応力を確実に伝達できる構造とすること。これは前回、支持物の部材間という表現し

かされていなかったのですが、昨今の事例をみますと、太陽電池モジュールが支持物から
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まさにすっぽ抜けるような形で飛んでいってしまう、飛んでいったパネルが全然壊れてい

ないという事例がたくさん出ております。モジュールがきちっと留まっていないというこ

とが原因と考えられますので、ここの部分についてちゃんと存在応力が確実に伝達できる

構造でとめていただきたい。それから、支持物の架溝部分と基礎部分、基礎から架溝がす

っぽ抜けた事例もございます。これを踏まえまして、基礎と架溝部分についてもきちっと

留めてくださいというお願いをさせていただいております。 

 それから、こちらが野立てといわれる土地に自立して設置される支持物の基礎部分につ

きましても、杭基礎もしくは鉄筋コンクリートづくりの直接基礎、またはこれらと同等以

上の支持力を有するものであることと規定させていただきました。これは、ほとんど保持

力のない杭を打って、杭ごと架台がすっぽ抜けてしまったという事例がたくさん出ており

ます。それに対しまして、きちっと杭を打ってくださいというお願いをさせていただくと

いうところでございます。 

 材料の腐食の問題や、設置面から９ｍを超える高さの架台につきましては、建築基準法

の工作物に基づく構造強度計算をしていただきたいというお願いを加えての改訂案になり

ます。 

 この黄色地の部分が今回追加した部分になります。 

 あわせまして、この解釈の解説につきましても、今申し上げたような経緯を踏まえて改

正案を出しておりまして、その中で幾つかの基準につきましては、日本建築学会さん、ア

ルミニウム建築構造協議会さんがつくられたような、一般的に使われている基準を引いて、

より客観的に判断いただくような形での規定とさせていただいております。これを今回ご

議論いただきまして、ご承認いただけましたら、平成30年中に電気設備の技術基準の解釈

及び解説を改正するということを予定させていただいております。 

 以上でございます。 

○勝呂座長  ありがとうございます。ちょっと忙しくぱぱっと行ったのですけれども、

今の説明に対してご意見、ご質問がありましたら、お願いします。どうぞ。 

○青木委員  改正案の１ページで、基準法の工作物に適合ということを要求性能とする

のであれば、学会指針類に適合すれば法的にオーケーになるというルールになっていない

ので、もし適合させるのだったら、学会はあくまで工学的な妥当性の式というか、そうい

うものをカバーしているだけにすぎないので、建築分野でいうと、技術基準解説書みたい

なものが別途ありますので、基本的にはそれによるというようにしていただきたいという
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のが意見です。 

 それと、この技術基準解説書は建築基準法からみると、計算ルートという縛りとみえる

のですけれども、建築の場合はそれ以外に、例えば風洞実験とかで直接確認すれば、それ

で担保できるので、そういうルートをつくってはいかがですかという提案です。安全・安

心は高コストというところとセットなので、現実的に確かめられたものは特別な調査研究

みたいな形で、安全は担保するのだけれども、コスト的にもちゃんと調べればいいよとい

うルートをぜひ設けていただきたいというのが意見です。 

○勝呂座長  ありがとうございます。今のご意見、よろしいですか。 

○榎本電力安全課長補佐  ありがとうございます。前半の部分については、今、我々も

何らかのものを用意しようとしております。後半につきましては、基本的にこの技術基準

の解釈は、法律の要求事項を満たすための１つの方法として提示しているものですので、

これ以外のものを否定しているわけではなくて、今、先生がおっしゃっていたように、実

際、風洞実験などをして検証していただければ、それをもって技術基準を満たしていると

いうことを証明できると、そのルートはきちんと残されておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○勝呂座長  ほかによろしいですか。どうぞ。 

○安田委員  京都大学の安田です。 

 Ａ４横書きでおまとめいただいた資料１―１の２ページに新旧のＪＩＳの対応表がわか

りやすく書いてあって、非常にありがたいのですけれども、一般論からいうと、ＪＩＳな

どが新しい知見によって新たに節とか項目が加わることはあっても、こういった大きなも

のがごっそり削除されるというのは余りみられないですよね。ですので、削除された理由、

あるいは削除された部分は何をほかのＪＩＳ、あるいは基準で参考にするのかというのを

できるだけ明記していただけると、こちらの新しい解釈を参考にするユーザーの人たちに

も親切ではないかなと思います。そのあたり、もしお調べになっておられたら、お聞かせ

いただければと思います。 

○榎本電力安全課長補佐  まだ詳細にどういう検討がされたのかというところまで突き

とめてはいないのですが、JIS C 8955；2017年版の規格表の中に解説が後ろについており

ますけれども、その解説の中には、材料及び許容応力度という旧規格の第８条８項につい

ては、支持物構成材の材料及びその許容応力度を規定しているが、その後、新しい材料が

使われる事例が増えてきている。この規格がそれに対応して頻繁に改正することは現実的
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に困難であること及び具体的な設計方法について、他の構造物の設計基準が参考にできる

ことから、この規格ではこの箇所を削除することにしたと書かれておりまして、具体的に

どの文献を見れば、他の構造物の設計基準が参考にできるのかというところは明記されて

いないのですが、そういう言葉をつけて、今回は削除したという記録が残っているところ

でございます。 

○安田委員  では、今後もう少し詳細にお調べいただければ、ほかの参考になる基準な

ども明らかになるということですね。 

○榎本電力安全課長補佐  さようでございます。 

○安田委員  わかりました。それでしたら結構です。 

○勝呂座長  ありがとうございます。ほかのＪＩＳも大体後ろのほうに解説がついて、

改訂の変遷みたいなのが書いてあると思うので、その辺をきちっと対応してつくっていた

だけたらと思います。 

○榎本電力安全課長補佐  承知しました。 

○勝呂座長  ほかによろしいですか。――それでは、今の議論を踏まえて事務局はしっ

かり対応をお願いするということで、これは終了したいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 続きまして、風力発電所の風車破損の事故対応状況についてということで進めていきた

いと思います。次は串崎の風力発電所の風車破損事故対応状況についての資料の説明を鎮

西ウインドパワー株式会社からお願いします。 

○説明者（金森）  鎮西ウインドパワーの金森と申します。このたび火災事故を起こし

まして、大変申しわけなく思っているところでございます。それでは、破損事故について

報告させていただきます。 

（パワーポイント） 

 サイトは、佐賀県唐津市にあり、出力は1,980㎾／基×１基、運転開始は2004年で、風車

はガメサ社のものでございます。 

 火災事故ですが、昨年の８月21日、発生いたしました。遠隔監視によって風が吹いてい

るけれども、風車が停止しているとわかった際に、地元のメンテナンス受託会社に現地確

認に行かせました。そのときに、停止中だったのでリセット等をいたしまして、一旦稼動

したのですが、煙感知が作動し、添付の写真のような形で火災が発生したということでご

ざいます。 
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 当日の状況ですけれども、天候は晴れでございまして、唐津市の気象庁のデータでいい

ますと風速3.3メートルという状態でございまして、今までの経験からいうと、現地の風速

としては、その倍ぐらいあったと推定されています。 

 事故当時ですが、こちらに時系列を書いてございますが、14時６分に遠隔監視で風車停

止を確認しておりまして、その後、現地に行きまして警報等をリセットして可動しようと

何度か試みたということでございます。その後、14時49分に一旦起動いたしまして、出力

が1,200キロワットまで達したところで、またエラーが発生いたしまして、停止しました。

その直後にナセル本体に設置されています煙検知で煙が発生しているのを確認いたしまし

た。当然その時点で停止しているということで、外からみて、現地の人間が火災を目視確

認して消防に通報したという流れでございます。 

 損傷の状況でございますけれども、ブレードは、３枚あり、一部が焼損していまして、

そのうちの１枚の焼損が大きかったということでございます。図2.3が一番焼損が激しか

ったブレードの様子でございます。あと、トップタワーについては上部のほうが損傷して

いるだけで、下部は特に影響はなかったです。 

 ナセルですけれども、ＦＲＰ製のナセルは外装が全部焼損しておりまして、ナセルの内

部は全体的に損傷しているということでございました。相対的にみますと、後部のほうが

焼損が激しかったということがわかります。 

 次から損傷の状況を細かく書いてございますが、ナセル制御盤の塗料とかをみていくと、

基本的に前方よりも後方のほうが火にかかった時間が長いということがわかっております。 

 次に、火災の推定ですけれども、ナセルを地上におろした後、火災の原因についていろ

いろ調査いたしましたが、均一に焼損していたりということがあったりして、特段、機械

的な部分ではないということがだんだんわかってまいりました。 

 時間の関係で先に進みますと、(3)―３のスライドをお願いします。どうもこの後ろのほ

うの火災、火がかかっているということもあって、トランスあたりが一番怪しいのではな

いかということで、よく見ていきますと、ガメサ社の風車の後方、ナセルの後方にトラン

スを積んでおりまして、トランスのＵ相の上、図3.9ですが、赤いところで囲っていますけ

れども、ここでトランスの状況が、次のページへ進みまして、溶けているという状況があ

りましたので、ここではないかと推定していったところでございます。 

 図3.10にヒューズ部の構成を書いてございますけれども、アルミバーがあって、ヒュー

ズを挟み込むような形になっております。アルミなので強度の関係から、外側を鋼板で押
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さえつけるような形でございまして、図3.10に対応して並べたのが、図3.11でして健全で

あれば、その部分を切り取ると、上から順に鋼板があって、アルミバーがあって、ヒュー

ズがあって、アルミバーがあって、鋼板があるという形になります。図3.12は溶けていた

Ｕ相の690ボルトのヒューズでありまして、一番上に鋼板があって、本当は図3.11のように

アルミバーがあるかと思うのですけれども、そこが溶けてアルミバーとヒューズと一体と

なっているというところです。下のほうはアルミバーが残っていて、鋼板で挟み込むとな

り、この辺のところから、トランスのＵ相の690ボルトのヒューズが火災発生箇所であろう

と推定したところでございます。 

 では、どうして火災が発生したのかということでございますけれども、ヒューズの接触

面の材質が銅でございまして、それを挟み込むのがアルミでございます。まず１つ考えら

れるのは、ヒューズとアルミバーの間に電蝕が発生していたのではないかということです。

ナセル内にトランスがありますので、ナセルの振動は受けているということで、アルミバ

ーとヒューズの固定ボルトの緩みが発生したのではないだろうかということがありまして、

いずれにしろ、何かの原因でヒューズとアルミバーの間にギャップが発生して接触面積が

減少するということで大電流が流れてアルミが溶けていって、周辺物に飛散して発火した

のではないかと考えております。 

 溶融したヒューズのところを切断いたしまして、幾つか分析も行いました。 

 まず１つは、断面マクロ観察ということで、図4.2は実際にヒューズが真ん中にあって、

下、銅の部分があってということで、挟み込んである形で図示しておりますけれども、上

部の部分が溶けて一体となっているということ。下部は銅があって、下のアルミバーのと

ころ、赤く四角で囲ってありますけれども、少しへこんでいるところがみえているという

ことで、腐食しているのがわかったということでございます。 

 次、アルミバーの上部は溶融して一体となっておりますので、下部のところを取り出し

て、Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３という３ポイントについてＥＤＸ分析を行ったところ、Ｅ１、Ｅ２

からはO（酸素）が検出されるということで、酸化物になっておりますので、腐食が発生し

たのだろうと推測します。Ｅ１では銅も検出されて、一部ヒューズの銅部分も溶けていた

のではないかと思われるところでございます。 

 先ほどの図の中で赤く四角で囲ったところでして、少しへこんだ部分がみえたかと思う

のですけれども、そこを拡大したものでございます。このように腐食しているということ

もわかりました。ヒューズの銅部分の面積が、ボルトのところを除いたりすると1,990平方
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ミリメートルになっているのですけれども、実際に腐食がないところの面積は160ミリ平

方メートルということで、腐食がない部分は８％ぐらいしかなかったということもわかり

ました。当然、溶融していないほうでもこうなりましたので、同程度以上に腐食が進んで

いないかと想定したところでございます。 

 電気関係報告規則の解説の中でいけば、腐食の中の化学腐食、また保守不備の中の保守

不完全が原因だろうということでございます。鎮西ウィンドパワーとしても当然、技術的

調査も行いましたけれども、メーカーのガメサ社からも技術者を派遣させまして、また新

たな視点でもみせました。そうしたところ、我々の見解とガメサ社の見解は同一でござい

まして、ヒューズ部のところがアーク発生が直接的な原因となったということでございま

す。 

 火災の直接的原因ではないのですが、これまでに至る中で、運用面では大変申しわけな

く思って、今後の対策として考えていきたいというところがございます。実は2007年に該

当ヒューズの接続バーの有償での材質変更を推奨するようなことがガメサ社から連絡があ

りました。しかしながら、推奨であって必須でないということで、かつトランスを取り外

して国内の協力工場に送って、改造して、再度設置しなければいけないということもあり

まして、費用が高額で、資金面での余裕がなく、そのとき交換に踏み切れなかったという

ことがございます。 

 また、該当部は、経年劣化と思われますヒューズ断による、交換時は点検しているので

すけれども、それ以外、特段、2007年以降の有償交換未実施の後も点検回数を増やすこと

もできていなかったということでございます。 

 また、直接的火災の原因ではないのですけれども、たまたま火災事故の10日ほど前に、

発電機の温度などの細かなデータ保存しているＰＣが故障を起こしまして、運転で風車の

データ、発電量などは記録できているのですが、その部分、一部とれないところがござい

まして、それでも運転してしまったということがございます。 

 以上の状況からにおきまして、今後の対策ですけれども、技術的な部分では、アルミバ

ーを銅にかえて、異種金属の場合はクラッド材を入れて、まず異種金属の接触をなくすと

いう考えでございます。 

 それと、運用上の対策は、先ほどのようなメーカーの有償交換でも対応をしていきたい

とか、自主点検項目。これは今の部分でいけば、トランスヒューズの固定ボルトの定期的

なチェックだとか接続バー、ヒューズ部の点検、これは異種金属からかえれば変わってき
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ますけれども、そういったことをやっていきたいと思います。当然、事業復帰いたしまし

た暁には点検を１ヵ月ごとに行うなどしてやっていきたいと思っているところでございま

す。 

 また、風車運転のところは、細かなデータとはいえ、保存できなかった場合は運転停止

としていきたいと思っております。 

 今後、設備復旧できるかということで考えるとともに、事業を再立ち上げできるのか、

あるいは事業撤退しなければいけないということを今年度末までに方針決定していきたい

と思っております。 

 まとめのところは、繰り返しになりますけれども、トランスのヒューズの部分でアーク

が発生して、それで火災の原因になった、発火点になったということでございます。異種

金属間の電蝕、あるいは、振動によるヒューズとアルミバーのギャップ可能性もございま

す。 

 あとは、ヒューズ部分に関しましては、定期点検を増やすということであるとか、有償

交換の場合も、今後もそういうことがあれば、積極的に資金調達も考えながらやっていき

たいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○勝呂座長  ありがとうございます。それでは、ただいまの報告に関してご質問等があ

れば、お願いします。どうぞ。 

○安田委員  非常に気になる点が２、３あるのですけれども、順番にご質問させていた

だきます。 

 まず、メーカーのガメサ社が有償での推奨という言葉を使っておりますけれども、これ

が義務ではなくて、しかも無償ではなくて、有償で推奨であるという理由を問い合わせた

ことはありますか。 

○説明者（金森）  それは特にありませんでしたけれども、多分、無償となればリコー

ルだということになってしまうのかもしれないので、先方がそういったことを避けたいか

ら使った言葉かもしれませんが、そのときは我々としては申し入れに対して特段アクショ

ンしたということではないと思います。 

○安田委員  では次の質問ですけれども、事故後に、事故調査の過程でガメサ社に同様

の事故が海外で何件発生しているのか、それから、有償であっても実際にどれぐらい交換

したかという情報はお求めになりましたか。 
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○説明者（金森）  当然、火災が起きましたので、我々としては事業者側で、風車を購

入しているわけですから、同様の事故があったかのかどうかというのは何度も強く要請い

たしましたけれども、それは開示できないということで、最終的には開示してもらえなか

ったということでございます。 

○安田委員  開示できない理由は何かおっしゃっていましたでしょうか。 

○説明者（金森）  顧客の情報だとはいわれていましたけれども、我々としては顧客情

報は別に関係ないと。要は、事故の原因として、そういうことがあったかどうかというこ

とで知りたいということだったのですけれども、そのような要求でしたが、開示できない

というガメサ社の意見でした。 

○安田委員  これは当該社ではなくて、どなたかご存じの方にお聞きすればいいかと思

うのですけれども、このガメサ社の同型基は国内にあと何基ぐらいおありになるのでしょ

うか。ご存じであれば、お聞かせいただければと思います。 

○説明者（金森）  世界で…… 

○説明者（鎮西ウインドパワー株式会社）  国内ですよね。 

○安田委員  世界でも国内でも、どちらでも。 

○説明者（鎮西ウインドパワー株式会社）  国内だと50基ちょっとぐらいと聞いており

ます。 

○説明者（金森）  鎮西ウインドパワーが発注しました施工業者のＪＦＥエンジニアリ

ングで設置したのは合計２サイトの９基、その他は我々も全部把握していないのですが、

50基程度ということだと思います。当然国内ですから、その50基には同様の事故がなかっ

たのではないかと思います。 

○安田委員  今のところ。 

○説明者（金森）  はい。 

○安田委員  しかし、これだけ重大な事故を起こしながら、統計情報すら開示できない

ということは、メーカーの態度にも非常に大きな問題があって、御社とメーカーの民－民

の契約上の問題ではなくて、これは国内の、少なくともこのワーキングの重大な問題だと

思いますので、そういう背景も踏まえて、いま一度、統計データの開示を強く求めていた

だければと思います。少なくとも、このワーキングでもこのような強い意見があったとい

うことをお伝えいただきたいと思います。 

○勝呂座長  今の件、私も、ユーチューブで有名な動画が公開されていて、海外でガメ
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サの風車が燃えている写真などがネットでばんばん出ていますよね。今の調査とかその辺

を、本当にリコールしなければいけないのではないかという気がするのです。感じとして。

私も海外へ結構行きましたけれども、台湾でもガメサの風車は丸ごと燃えて、全く同じよ

うな状態になっているのをみましたし、欧州でもみましたが、そこのところをもう一回考

えておかないといけないのかなと思うのです。だから、難しいのかもしれないのですけれ

ども、もうちょっとプレッシャーをかけて、きちっとフォローさせるというのをしないと、

日本の風車は安全、安定した運転ができにくいのではないかということで今の説明はちょ

っと気になります。 

○説明者（金森）  一事業者のいえることは今までも言ったつもりですし、本ＷＧでご

指摘が出たので、当然ガメサ社にもこのように伝えたいと思いますが、何分、１事業者な

ので、そこはご協力いただきながら、我々も物申すは申していきたいと思いますので、ぜ

ひご協力をお願いしたいと思います。 

○勝呂座長  わかりました。よろしくお願いします。ほかによろしいですか。どうぞ。 

○石原委員  全く同じことをいおうと思っていたのですが、もう既に指摘されているの

ですが、これで何も解決しないので、もうちょっと深く質問させていただきたいのですが、

このような事故、車の場合は、国土交通省は車メーカにきちんと調査してもらい、責任を

もってリコールするということをやっているのですが、風車について、国は、風車が重大

な事故を起こした場合には、電気事業法に基づき事業者に対して事故調査を指示すること

ができます。過去に一度あったように思います。私の記憶が間違っていなければ、2003年

台風14号のとき、沖縄電力に対して電気事業法に基づき事故調査を指示したと思います。 

 今、事業者から指摘されたように、一事業者として、何を根拠にしてメーカーに要求し

ているかというところが、少し自分たちの立場が弱いのではないか。もしそうであれば、

国から指示して調査してもらいますと、何らかの形でメーカーが対応していただく可能性

があるのではないかと思います。電気事業法上ではいろいろと実際措置することも可能で

す。こういった火災事故はこの風車は国際的にみてもすごく多いです。日本国内において

もこのメーカーの風車の火災事故は非常に多いです。このような認識の上で、この件にお

いて何らかの措置をしないと、再発防止できないのではないかと危惧しています。これは

１点目です。 

 ２点目は、それでもメーカーが対応しない場合は、再発防止として、やはりハード的な

措置を考える必要があるのではないかと思います。要するに、火が発生しても延焼が拡大
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しないように、建築のように自動消火設備を設置することは可能なのです。風車について

は実際自動消火設備の設置を要求していないのですが、要求していないということは、火

災が発生しないということを前提条件にしていますが、しかし、このメーカーの風車が何

回も燃えていて、いまだに改善されていないし、なおかつ協力もしないということに対し

て、きちんと再発防止対策を講じる必要があるのではないかというのは考えている次第で

す。よろしくお願いします。 

○勝呂座長  ありがとうございます。今の件は検討に値すると思うので、私も考えてい

きたいと思います。 

 それから、別件ですけれども、細かなことなのですが、さっきの報告の中に、以前の点

検は2011年１月ぐらいに行いましたというのがありました。このときに点検として、例え

ばどういうことをやったのかというのを聞きたかったのです。というのは、原因として、

例えば振動と異種金属による電位差の発生からスパークが飛んだみたいな形の報告になっ

ています。そういうことからいうと、これは点検というのが非常に重要だったのではない

かという気がするのです。その辺で、例えば2011年１月に行われたというのですけれども、

この点検というのは何をしたのかなというのが１つ目の質問です。 

 ２つ目は、対応策として例えば点検をこのようにしますといっているのですけれども、

機構として緩み止めを施工するとか、例えばダブルナットにするとか、ロックナットにす

るとか、そういうところのきちっとした管理をどのようにするか、しているのかというの

を、構造としての対応はどのようにしているのかというのが２つ目です。 

 ３つ目は、これはいろいろなところで問題になるのですけれども、トルクの管理をして

おかないと、すぐ緩んでしまうとか、効果がないのではないかというところが出てくる可

能性があるのですが、アルミと銅と、一番外側のボルトとフランジは鉄になっているわけ

です。そうすると、余り締めつけてやると下のほうはつぶれてしまうだろうし、そういう

ところで締めつけトルクの管理はどのようにされていたのか。それから、今後どうやって

するのか。 

 その３点について教えていただきたいのです。 

○説明者（金森）  ２番目と３番目は回答が少しかぶるところがあるかと思うのですけ

れども、もともと締めつけトルクの管理はしていて、そういった意味では今後も設置、あ

るいは交換等々においてはトルク管理をやっていきたいと思っております。ただ、今まで

はダブルナットとか使っておりませんでしたので、緩みを防止するという意味ではダブル
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ナットとかも考えていく必要があると当然思っております。完全にロックしてしまうと、

今度は表面の腐食進行とかは分解しないとわからない点もあるかと思いますので、その辺

は振動によって緩みが起きないような形で考えたいと思います。 

 一番最初の質問に戻りますと、点検なのですけれども、このときは逆にいうと電蝕とか

という頭がなかったので、そういった意味では壊れて、ヒューズ断で交換して、そのとき、

特段今回みたいに腐食が発生していれば、先ほどいったように、下のほうですと８％ぐら

いしか健全な部分、平らな部分がなかったので、そこまでいくと多分点検のほうも定期的

に気がついたと思うのですが、その段階では多分そこまではいっていなくて、そういった

電蝕云々ということは点検ではみていなかったと思います。 

○勝呂座長  ボルトの締めつけトルク等はきちっと管理がされていたということですね。 

○説明者（金森）  はい。 

○勝呂座長  それで、ばらしたというか、開放したときに、今、Ｕ、Ｖ、Ｗと３相あり

ますけれども、３相が全部健全で、比較しても、これだけがおかしいとかというのもなか

ったと考えていいのですか。 

○説明者（金森）  そのときですね。 

○勝呂座長  そのとき。 

○説明者（金森）  はい。 

○勝呂座長  そういうことですね。わかりました。あと、だから、ボルトの緩み対策と

か、そういうのは、逆の言い方でいうと、さっき安田先生とか石原先生などの話もありま

したけれども、同じことが出ると困るので、どうやってフィードバックするかということ

が非常に重要だと思うのです。例えば、ガメサにいうべきなのでしょうけれども、フィー

ドバックをするような通報を出せとか、そういうことを全ユーザーに、海外はともかくと

して国内のユーザーには出すとか、何かその辺の対応をぜひとっていただくようにお願い

していただきたいという感じがします。 

 ほかにございますか。どうぞ。 

○弘津委員  電力中央研究所の弘津です。１つ質問と、１つお願いがあります。 

 まず質問なのですけれども、当日なのですが、最初に風車が停止して、警報が出て、リ

セットして再起動したということなのですが、風車が停止した理由は今回のヒューズと関

連していると考えてよろしいのでしょうか。それとも全く別の理由なのでしょうか。 

○説明者（金森）  まず一番最初に気がついたのは、風速計が動いていて、風が吹いて
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います、発電できるレベルにありましたと。そのときに停止していたので、まず現地へ行

って係がみたときに、最初はナセルとハブの部分の通信エラーが出ていて、それをリセッ

トしました。その後リセットを何回かやったのは、この機種特有か、ガメサ社のこの機械

か、油圧の低下エラーが起動時に何回か起きる、それで初めて起動できるみたいなことに

なっていまして、それでリセットを何回かしました。一番最初はハブとナセルの部分の通

信エラーということであったというのは現地へ行って確認しています。 

○弘津委員  それでは、再起動した結果、火災は起きましたけれども、今回のヒューズ

の関係とは無関係で停止していたということですか。 

○説明者（金森）  結論的には、ナセルを地上に下していろいろ調査した結果としては

関係ないだろうと思っております。 

○弘津委員  報告書はまだ概要版だと思うのですけれども、停止の理由も記載していた

だくと関係性がみえていいのかなと思いました。再起動したこと自体は特に問題はなかっ

たという理解でいいかと思います。 

 あと、お願いなのですけれども、多分こういった推奨事項に対してコストの関係ですぐ

対応できないというのは御社に限らず、どこにでも、どの業界でもある話だと思いますの

で、今回の機会に、それに対してすぐに最適な対応をとれなくても、次善の策として管理

を強めるみたいなことができているかどうかというのも業界として広く再確認していただ

いたらいいのかなと思いました。 

 以上、コメントです。 

○勝呂座長  ありがとうございます。今の再確認の件もあわせてよろしくお願いします。

どうぞ。 

○石原委員  最後、お願いなのですが、今回いろいろ調査して、問題点が非常に明らか

になっていますので、それをわかりやすくまとめていただきたいです。例えば原因は何か、

それに対してどういう対策をとるのか。今の推奨という話ですが、メーカーは2007年に推

奨とあったのですが、これも風車業界特有の問題のように思います。改善しないといけな

いと感じているところです。 

 要するに、推奨というのは、今書いているように、やってもやらなくても、安全には関

係なければ、例えば効率をよくするような改善であれば、それはあくまで経済性の問題で

す。一方、これを改善しないと事故が起こる、車の例ですとブレーキに問題があったら人

が亡くなるかもしれない。従って、部品の交換は推奨ではなく、リコールです。風車だっ
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て人が亡くなるかもしれない。そのような安全に係る部品の交換は推奨ではなくて、やは

りリコールという形で業界の中で徹底しないと、この問題は解決しないのではないかと危

惧しています。今回まとめるとき、事業者として、これは問題だと思われたところ及び再

発防止の提案があってもいいかと思いますが、もし再発防止に対して提案があれば、ぜひ

わかりやすく表の形でまとめていただければ、今後の参考にもなると思います。よろしく

お願いします。 

○説明者（金森）  事業者としても、こういったことを踏まえまして、できるだけ推奨

というところでも安全のところを重視してやっていきたいと思っているところでございま

す。 

○勝呂座長  ありがとうございます。最後なのですけれども、もう少しまとめていうと、

後ろのトランスのところが焼けて、例えばアルミなどが溶けて落ちて、それがどこに火が

ついてこのように延焼になったのか。例えば油漏れがあったとか、そういうところまでチ

ェックされたのかなというのがちょっと気になっているのです。 

○説明者（金森）  油の漏れはないと思っていまして、火災の後に、ナセルをおろす前

に油を抜いたりしましたけれども、ほぼ全量回収しておりますし、そういった意味では防

音材があったり、ＦＲＰに溶融したものがいけば、ＦＲＰの発火点を上回る温度のものが

飛んでいますので、それについてはＦＲＰ、あるいは吸音材というところに引火したと考

えております。 

○勝呂座長  ありがとうございます。報告書にそのあたりをもう少し細かく書いていた

だいて、お願いしたいと思います。 

 では、ほかに。どうぞ。 

○熊田委員  今の委員長の質問ともかぶるのですが、ヒューズは基本的に過電流が流れ

たときにぶちっと切れてくれれば、安全なわけです。溶断が原因とだけ書かれると、無事

に切れてくれたら何も起きないはずなのに、どうして火災に結びつくのだろうということ

がこの資料からだけではわかりにくいので、ぜひもう少し細かく書いていただきますよう

お願いいたします。 

○説明者（金森）  一般的な許容電流みたいなのもありますので、ヒューズとアルミバ

ーの接触面積が少なくなっていれば許容電流を超えた分が流れようとしていて、そうする

と、やはりそこでアークが発生するとかとなると思いますので、だから、今いったある意

味での過電流を超えない値の電流値で腐食があったりすると、実際接触している面積は少
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なくて、そこにはある程度流せる許容の電流もありますので、そのあたりも一応計算とか

をしていますので、報告するようにしたいと思います。 

○勝呂座長  どうぞ。 

○安田委員  一番最初の質問に戻りますけれども、メーカーは推奨だといったというこ

とですので、メーカーが推奨だといったのが妥当であるかということが問われているわけ

ですよね。ですので、ぜひ御社からの質問というよりは、このワーキングの委員から質問

があったということで、推奨が妥当である理由を開示せよとメーカーにお問い合わせいた

だくとありがたいかと思います。 

 実質的には、今さらながらですけれども、推奨というのは、しなくてもいいという解釈

ではなくて、今、ＪＩＳのＺ8301をみているのですが、このほかでもよいが、これが特に

適しているという意味です。ですので、これをとらなかったら何もしなくていいではなく

て、それと同等の手段をとるということなので、今度は、そうすると、メーカーの推奨が

妥当であったとするならば、御社のそのほかの同等の対策をとっていたかということが逆

に問われるわけです。 

 皆様が質問していたので、私の質問が後になってしまったのですけれども、ここからが

重要な質問になります。17ページです。運用上の要因でございますけれども、私、③が非常

に気になっているのですが、このあたり、もう少し詳しくご説明いただけませんでしょう

か。データを記録できない状況というのは、具体的にどういう状況があるか。しかも、そ

の状況で運転継続を判断した理由もお聞かせください。 

○説明者（金森）  まず、発電機の軸受けだとか、作動油の温度だとかをはかっている

データをずっと保管しているのですけれども、そのデータは、記録用のＰＣのボードが故

障していて、どうもデータ保存がされていないとがわかったということで、その後、風車

の運転、電力だとか、そういったところはデータ保存できていて、そこが甘かったといえ

ば甘かったのですが、ふだんの点検とかしている値もそういった記録はとっているわけで

して、逆にいうと、安全装置上は働くということもあって、今まで直前までの間で何か温

度が急上昇しているだとか、そういうこともなかったので、すぐ部品を手配して直してい

こうと思い、そのまま運転を継続してしまったというところでございます。 

○安田委員  確認ですけれども、私が質問させていただいているのは、データが単に記

録できない状態で、記録以外は全て正常だったと。要するに、遠隔監視等で作業員が数字

の移り変わりやグラフをチェックできていた状態なのか、それとも、そういったものもチ
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ェックできていなかったのかということなのです。 

○説明者（金森）  一部データしかみられていないです。 

○安田委員  ということは、記録ができないだけではなくて、確認することもできない

状況だったということでしょうか。 

○説明者（金森）  何が必要なデータかというところは、全部あったほうがいいに決ま

っているとは思うのですけれども…… 

○安田委員  具体的に通常時に全てみられるものがみられていない状態だったというこ

と…… 

○説明者（金森）  そういう意味では通常時、全てみられるものがみられていないとい

うことです。 

○安田委員  ということは、この書きぶりがかなり誤解を生みやすいので、単に記録で

きていないだけではなくて、計測が不能だったということでしょうか。 

○説明者（金森）  現地において、記録の部分がだめなので、瞬時値は現地ではわかる

ようになっていました。 

○安田委員  だんだん核心に近づいてきましたけれども、遠隔監視で例えば温度上昇と

か、そういったものは常時チェックできるような体制にありましたでしょうか。 

○説明者（金森）  現地で、数字は抜きにして、100％全部みられるとすると、もともと

一部遠隔でみられるという想定をして、遠隔でみられるようにしておりました。 

○安田委員  そこで、例えば温度上昇等のデータはもともと遠隔でみられていたもので

しょうか。 

○説明者（金森）  みられていたものも当然あります。だから、100現地でとっていると

したらば、そのうち遠隔で必要だと思うものをピックアップして、みられるようにしてい

たということでございます。 

○安田委員  17ページの③の部分ですけれども、単にデータが記録できないだけで、遠

隔等では通常どおりウオッチはできていたということ…… 

○説明者（金森）  それは現地でしかみられなかったです。 

○安田委員  そこが問題ですよね。単に記録ができていないだけではなくて、遠隔での

監視ができていない状況だったということではないでしょうか。このあたりを次の報告書

でもう少し詳しく書いていただければと思います。 

 済みません、質問はさらに続きます。ですので、そうやって遠隔監視ができていない状
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態で運転を継続した理由、あるいは、御社の内規なりルールなりで遠隔監視ができなかっ

た場合に、どのようなオペレーションをとるということが決められていたのでしょうか。 

○説明者（金森）  発電しているかどうかだとかは全くわからない状態ではなかったと

いうこともあって、そういうことは余り想定していなかったので、そういう意味では、こ

ういうある一部のデータが欠落したときにどうするかというのは余り決めていなかったと

いうことでございます。 

○安田委員  今後の同様の事故を防ぐために何が必要かということを考えておりますの

で、最終的な報告書をお書きになる場合は、やはりこうすべきだった、こうすべきではな

かったという、他の事業者にも示唆になるような解決方法をぜひご提案いただければと思

います。 

○説明者（金森）  書き方は、一応19ページにも記録できない場合はすぐ停止するとい

うことも、その辺ももう少し書き加えていきたいと思います。 

○勝呂座長  ありがとうございます。では、もう時間も来ましたので、今いろいろな意

見が出ましたけれども、今まで出たような意見を反映して、今後の対策と、今後の運用等

について報告をお願いして、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 では、次の議題に移ります。次は肝付ウインドファームの風車損傷事故への設備復旧対

策について、資料の説明を株式会社ユーラステクニカルサービスからお願いします。 

○説明者（小松崎）  ユーラステクニカルサービスの小松崎と申します。肝付ウインド

ファームの事故に関しましてご報告申し上げます。 

（パワーポイント） 

 まずはウインドファームの概要でございます。当ウインドファームは、２メガワットの

風車15基から成っておりまして、地図に示すとおり、風車は南西から北東へ直線状に延び

る尾根に一列に配置されてございます。 

 事故の概要でございますが、事故は16年９月20日、台風16号がウインドファームの直上

を通過したときに発生してございます。事故は、４基の風車が破損してございます。 

 ４号機、８号機の２基が、タワーが座屈しております。また、10号機、13号機がブレー

ドの折損ということでございました。ちなみに、事故発生時、この風車は設計どおりスト

ームモードということで運転されておりました。また、事故時には風車の系統の電源は停

電はございませんでした。 
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 続きまして、事故発生時の風況でございます。表に示すとおり、ナセルの上で測定され

た風速でございますが、10分平均で最大76m/s、３秒平均で92m/sという風速でございまし

た。 

 また、時系列データの例示を風車11号機の例で示します。風速に関しましては、おおよ

そどの風車も零時30分から１時ごろが風速のピークを迎えております。また、風向に関し

ましては、１時から２時に関しまして180度反転しておりまして、南東方向から北西方向、

南東方向といいますのは、先ほど風車がレイアウトされていました尾根に対しまして直交

の方向でございます。 

 続きまして、事故の原因究明、対策検討のフローでございますが、こちらのフローに示

すとおり、まずは外力のチェック、それから破損部品の調査、設計の確認をいたしまして、

これらをもとに破損した風車の応答解析、構造解析。それから、破損を免れた風車の応答

解析。これは、15基あったうち４基以外は無事だった風車もあったということでございま

すので、どうして無事だったのかを探ることによって、再発防止等に示唆があるのではな

いかと考えた次第でございます。それから、今回の台風の再現期間の確認をいたしまして、

事故の原因を推定してございます。これらを受けまして対策の対応方針、それから対策の

検討、各部位の健全性調査を行いまして、対策の立案ということでございます。 

 続きまして、まずは風速の精査でございます。今回計測されました風速は、風速計の計

測レンジを超えることから、その精度を確認するために風洞試験等を行いました。その結

果、計測された風速データは適切な値と判断いたしております。 

 また、破損部品の調査でございますが、下に示すとおり、まずヨー駆動装置でございま

すが、ヨーモーターに関しましては、事故機４基のヨーモーター全てが動作をせず破損し

ておりました。これは、ヨーが回転しまして、これに伴いモーターが過大な回転速度にな

ったために内部破損に至ったものと推定してございます。 

 また、ヨーレデューサに関しましては、全数でピニオンの割れがみられております。こ

れは、入力側の減速機の軸受けの焼きつけが確認されたということから、これも同様、過

大な速度でヨーが回転して、回転速度の高い入力軸側の許容速度を超えたことが原因で焼

きついたものと考えてございます。 

 風車の設計の確認でございます。風車の支持物に関しましては、土木学会の設計指針に

従いまして設計されておりまして、建築基準法に従い、当時の大臣認定を受領しておりま

す。その際の設計条件は記載のとおり、Ｖｒｅｆ69m/s、Ｖｅ５０105m/sという数字でございま
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した。 

 また、風力発電機に関しましては、認証機関から設計認証を受領しております。この風

車に関しましては、極値クラスはⅠということで、記載のとおり、Ｖｒｅｆは50m/s、Ｖｅ５０

は70m/sというところでございました。 

 続きまして、事故原因の推定でございます。図に示すとおりのフロー、風応答解析によ

り作用荷重を求めまして、それに基づきまして座屈解析をしているといった流れでござい

ます。 

 風応答解析の条件でございますが、解析ソフトとしましては一般的に使われているBlad

edを用いております。また、アジマス角につきましては10deg間隔で36ケース設定いたしま

した。ウインドシードに関しましては10ケース、すなわち、１つの解析をするに当たりま

して360ケースの解析をしているというところでございます。 

 続きまして、４号機と８号機、タワーの座屈した風車の破壊メカニズムを推定してござ

います。 

 まず４号機の風車の状況でございます。図が３段になっております。上段が風速、ロー

ターの回転速度を示してございます。中段がピッチ角、一番下段が風向、ナセル方位、そ

れからその偏差というグラフでございます。 

 ①の時間帯をみてください。零時33分ぐらいになるかと思います。この時間帯に、まず

第３軸のピッチが変化してございます。90度、すなわちフェザーリングの状態から約309度

までピッチが動きました。このタイミングの直後に、下のナセルをみてください。ナセル

方位でございますが、ぴょんと変位をしております。その後にヨーモーターのブレーカー

が遮断されているということ。その後に引き続き、②番の時間帯になりまして、２つ目の

軸のピッチが変化したといった状況が整理、分析されます。 

 ８号機に関しましても同様の整理をしてございます。 

 続きまして、タワーの座屈の再現でございます。風応答解析でございますが、４号機、

それから８号機に関しまして、SCADAに残っているデータからはタワーの座屈が確認でき

ませんでした。SCADAのデータは零時30分前後に通信遮断になっていたということがござ

いまして、これ以降に事故が起こったのだろうと考えたわけでございます。そこで、座屈

状況の再現のために、風速、ピッチ角につきましては、その条件を確定できないものにつ

きましては想定いたしまして、解析を実施してございます。 

 その結果、下の表６―３に示すとおり、こういった風速、こういったピッチ角のときに
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タワーが座屈に至りそうな荷重を見出すことができました。 

 この見出した荷重を用いまして構造解析をしてございます。構造解析した結果を図に示

してございます。一番上段が解析結果によるローターの回転数と風速でございます。中段

がタワートップにかかる曲げモーメント、一番下段がタワートップにかかる水平方向の荷

重となってございます。 

 ４号機をまずごらんください。これをみますと、ローターの回転数が上昇してございま

す。約27.7rpmに近づいたときに、タワー１次固有振動数と一致して共振しているというと

ころが確認できます。このときにタワートップには、記載のとおり、モーメントとしまし

ては４8,000kNm、水平荷重は記載のとおり、こういった荷重が作用していたということが

わかったわけでございます。 

 ８号機に関しましても同様の見方になりますが、８号機もやはりローターの回転数が上

昇いたしまして、タワートップに記載のような曲げモーメントと水平方向の荷重がかかっ

ているというところが確認できたというところでございます。 

 この確認できた荷重を入力いたしまして、タワーの座屈解析を行いました。その結果、

記載のとおり、４号機におきましては50.5m/sの位置、８号機に関しましては30.5m/sの位

置で座屈、耐力超過することが確認されたということでございまして、タワーの座屈位置

を現地の状況に合わせることができたというところでございます。 

 続きまして、これを受けまして破損のメカニズムを推定してございます。４号機に関し

ましてご説明申し上げます。まずは設計風速を超える風によるピッチモーター・ブレーキ

にその保持力を超えるトルクが作用した。その結果、第３軸のピッチ角が変化してござい

ます。その後に、当然、作用する風荷重が増大いたしまして、ナセルが変位している。そ

の後に、ヨー駆動が頑張ってくれたおかげで、ヨーモーターが過負荷状態になる。それで

34分にヨーモーターのブレーカーが遮断になっている。その後、さらに風荷重が増大しま

して、35分には第１軸、次の２本目のピッチが変化したというところ。その後、通信遮断

になってしまったので想定となってございますが、解析で確認したとおり、ローターの回

転数が上昇いたしまして、タワーの座屈に至ったものというメカニズムを想定してござい

ます。 

 ８号機に関しましてもほぼ同様なので割愛させていただきます。 

 続きまして、10号機、13号機、ブレードを折損した破壊のメカニズムでございます。先

ほどと同様に、風車の状況に関しましては整理をした上で、風応答解析を実施いたしまし



- 23 - 

 

て、座屈解析をしてございます。 

 その結果でございますが、この図に示すとおり、ブレードが折損し得る荷重が作用して

いたということが解析の上でも確認できてございます。１より下回っているところに関し

ましては、座屈している可能性があるというところでございます。 

 同様に10号機、13号機に関しましても破壊のメカニズムをまとめてございますが、ピッ

チが動いて、ヨーが動いてというところは、ほぼ同様でございますので、割愛させていた

だきます。 

 続きまして、破損を免れた風車の解析でございます。まずはブレードに作用する荷重を

解析で求めました。結果は表６―11に示してございます。これからわかることでございま

すが、ピッチ角がフェザーから変化したブレード、すなわち６号機、12号機、14号機に関

しましては、設計荷重を超える荷重が作用し得ることがわかったということでございます。

先ほどの黄色のところでございます。 

 一方、ピッチ角が変化しなかった11号機でございますが、これも解析した結果、記載の

とおり、ピッチがフェザー状態に保たれていたものに関しましては、ブレードが折損し得

る荷重は作用しなかったということを解析で確認できたところでございます。 

 続きまして、(2)になりますが、ヨー駆動機構に作用する荷重の解析でございます。ヨー

に関しましては、原設計のモーター容量1.5キロワット仕様の風車、それから2.2キロワッ

ト仕様の風車が混在してございました。よって、これらを合わせた４基を対象といたしま

して解析をしてございます。 

 結果は表６―12に示すとおりでございます。これからわかることでございますが、２号

機、12号機、14号機をごらんください。ピッチ角がフェザーから変化することでヨーベア

リング周りのモーメントが大きくなり、ヨー機構の破損に至ることを確認してございます。

ただし、12号機になりますが、ヨーモーターの容量が大きかった2.2キロワットのものに関

しましては、ピッチ角がフェザーから変化してもヨーの回転速度が抑えられて、軽微な破

損で済んだものと推定してございます。 

 また、５号機をごらんください。ピッチ角がフェザーから変化していなかったものでご

ざいますが、ヨー機構が破損し得るような荷重が作用しなかったということがわかります。 

 続きまして、台風シミュレーションによりまして今回の台風の再現期間を推定してござ

います。図６―15に示してございます。この結果によりますと、本台風のときの最大風速

10分平均76.9メートルといいますのは、再現期間でいいますと1,000年～2,000年に相当す
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る極めてまれなものだということになりました。これは台風の規模、945ヘクトパスカルと

いうことで、比較的大きかったこともありますけれども、それに加えて、台風がウインド

ファームの直上を通過したというルート、それからウインドファームの地形が相まって、

このようなごくまれな風速になったものと推定してございます。 

 続きまして、対策検討でございます。対策方針に当たりまして、まず、先ほど申し上げ

た、破損を免れた風車における解析結果からの示唆も考慮いたしまして４点定めてござい

ます。 

 １つが、ピッチ、ヨーのブレーキ、モーターの機能を強化することによりまして、暴風

時における風車構造安全性を確保する。 

 ２、暴風時の新たな設計条件といたしまして、関係法令への適合性、並びに当社独自の

判断により今回の台風相当の暴風時においても風車破損が再発しないことを考慮いたしま

して、２条件を定めました。①再現期間50年の設計風速は、ＩＥＣにのっとりまして所要

の安全率を考慮したいと思っております。また、②本台風時にナセル上で観測された最大

風速に関しましては、発電所供用期間中に経験することが極めてまれであると考えられる

ことから、要求性能を安全限界といたしまして、各部分安全率を1.0としたいと考えてござ

います。 

 ３、風車各部の構造安全性は、先ほどの両設計条件におきまして強度、それから荷重評

価を行いまして確認する。 

 ４、系統電源喪失時の制御確保のために非常用の電源を具備しまして、ＤＬＣ（Design

 Load Case）6.1で設計を進めるというようなところを方針としてございます。 

 これに基づきまして、新たな設計条件は表７―１に示すとおりでございます。①番、風

速が記載のとおり、②番、風速が記載のとおりというところでございます。 

 ただいまの設計条件に基づきまして、ピッチとヨーの再設計を行っております。これに

当たりましては、新たな設計条件でピッチとヨーに作用する最大荷重を算出いたしまして、

これに対応可能な機器の仕様を選定してございます。７―２に、ピッチモーター・ブレー

キに作用の選定結果を示してございます。使用するブレーキの保持トルクは、設計時のリ

クワイヤメントからは236Nmが求められまして、今回、450Nmの機器に機能アップしようと

考えてございます。 

 それから、表７―３、ヨーモーター・ブレーキの件でございますが、このブレーキに関

しましては200Nmのもの、それから駆動時のモーター力に関しましては247Nmのものを採用
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しようと考えてございます。 

 続きまして、荷重と強度の評価でございます。新たな設計条件におきまして、風車各部

の構造安全性を評価するため、図のフローに従いまして評価を実施してございます。その

結果、いずれの部位も構造安全性を確保することができたと判断いたしました。 

 続きまして、非常用電源でございます。表７―４のとおり、非常用電源はガスタービン、

それから定格出力は2,500kVA、運転継続時間に関しましては、台風の滞在時間の最も大き

なものをシミュレーションいたしまして22時間と設定してございます。 

 続きまして、各部位の健全性調査でございます。これにつきましては、表に示すような

方法に従いまして実施してございます。その結果、一部機器の補修を要するものはござい

ますが、交換することにより運転再開は可能と評価できております。 

 続きまして、まとめでございます。原因究明と再発防止策に関しまして一覧表にまとめ

てございます。 

 まずは原因究明でございます。設計風速に関しましては、今回の事故時の暴風では再現

期間が1,000年～2,000年相当の極めてまれな風速が発生いたしまして、風車の原設計風速

を大きく超えたということでございます。 

 それから、破損に至ったプロセスでございますが、まずピッチに関しましては、設計風

速を超える風速によりましてピッチ角がフェザーから変化したというところ。ヨーに関し

ましては、ピッチ角の変化に伴いまして、やはりヨーが回転したということ。これにより

まして、ヨーのレデューサピニオンが全数破損してございます。こうした経過を経まして、

タワーに関しましては、ピッチ角がフェザーから変化したことによりましてローター回転

数が上昇、そして４号機に関しましては共振、８号機に関しましては水平方向荷重の増大

によりましてタワーが座屈ということ。それから、ブレードに関しましても、ピッチ角が

フェザーから変化したことによりまして耐力を超えたために、破損したと考えてございま

す。 

 この原因を振り返りまして、再発防止策のまとめでございますが、風速に関しましては、

先ほど申し上げたとおり、２つの条件を設定してございます。それから、ピッチに関しま

しては、ピッチ角をフェザーに維持できるようなピッチモーター・ブレーキ、トルクアッ

プ品を採用するということでございます。ヨーに関しましても同様に、ヨー制御を正常に

維持できるようなヨーモーター・ブレーキの機能アップ品を採用するということ。それか

ら、タワーとブレードに関しましては、設備の変更はなしということでございます。一番
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最後、電源でございますが、再発防止対策といたしまして、今後万が一、暴風時に系統電

源が喪失した場合には風車の制御が確保できるように、非常用電源を設置するというもの

でございます。 

 最後になります。今後の予定でございます。本日のワーキングでご了解いただけたらと

いう前提でございますが、直ちに２月、来月を目途に、電気事業法に基づく事故報告をさ

せていただきたいと思ってございます。その後、速やかに風車の再稼働のアクションに入

っていきたいと思ってございます。風車の再稼働に当たりましては、風車の事故の状況の

重篤度から３つのカテゴリーに分けてございます。 

 まず１つが、軽微な破損の風車８基でございます。これに関しましては、破損部品の交

換並びに使用前の自主検査を実施いたしまして、４月末を目途に順次、暫定稼働を目指し

ていきたいと思っております。なお、ことしの台風シーズンまでにピッチモーターの保持

トルク品への交換が間に合わないことから、昨年度実施いたしました台風対策にて対応い

たしまして、2018年10月目途でピッチモーター保持トルクアップへの交換を実施したいと

考えてございます。 

 ２つ目のカテゴリー、ヨー駆動機構を破損した風車３基に関しましては、破損部品の製

作をいたしまして、部品の交換、使用前自主検査の後、再稼働、19年の５月を予定してご

ざいます。 

 それから、ブレードの折損した風車でございますが、これに関しましては13号機が19年

５月、10号機に関しましては19年12月になると考えてございます。 

 なお、非常用発電機に関しましては、恒久対策の非常用発電機は19年５月に設置完了で

ございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○勝呂座長  ありがとうございます。それでは、ただいまのご説明に関してご意見、ご

質問があったらお願いします。よろしいですか。どうぞ。 

○石原委員  最後のページなのですけれども、今の４号機と８号機に関しては撤去とい

うことでよろしいですか。 

○説明者（小松崎）  現時点で撤去してございまして、再稼働の方向性としては難しい

かと考えてございます。 

○石原委員  これについては今後の予定のところに今は書いていないですね。 

○説明者（小松崎）  まだ機関決定していないということで、書けていないということ
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でございます。 

○石原委員  わかりました。では、決定されていないことを書いていただいて、要する

に、何も書いていないと、撤去されるということにみえたので、誤解のないように、４号

機と８号機については今後、機関決定して適切な措置をとると。だから、再稼働の可能性

はあると理解してよろしいですか。ないかもしれないし、あるかもしれないけれども、こ

こに何にも記載がなかったので、何らかの記述を入れていただければと思います。 

○説明者（小松崎）  大変失礼いたしました。そのようにいたします。 

○勝呂座長  ほかによろしいですか。どうぞ。 

○青木委員  18ページの健全性調査の項目で、緩んでいたボルトとかありました？ 

○説明者（小松崎）  １つの号機の１つの断面で何本かございました。 

○青木委員  緩むということは、多分伸びて戻らないということだから、弾性値を超え

ている可能性がありますよね。 

○説明者 （小松崎）  それに関しましては全数交換いたします。 

○青木委員  ボルトはね。 

○説明者（小松崎）  はい。 

○青木委員  タワーのほうは降伏すると、塗っている塗装とか、はがれるというか、し

わが出るのだけれども、そういうのはみられなかった？ 

○説明者（小松崎）  ございませんでした。 

○勝呂座長  ありがとうございます。どうぞ。 

○奥田委員  19ページのまとめのところで、ちょっと教えてほしいのですが、設計風速

のところの再発防止策の②の最大風速のところで、各部分安全率は1.0ということなので

すけれども、この意味を教えてほしいのですが、つまり今回の暴風と同じ風を経験すると、

もうそこで限界になるのだという認識でいい？ 

○説明者（小松崎）  はい。 

○奥田委員  全く余裕がないと。 

○説明者（小松崎）  安全率としての余裕はないということになります。あと強いて申

し上げると、材料の特性値としての平均値とのばらつきのところでの若干の余裕があるの

かなと考えております。 

○奥田委員  そこの部分はあると。 

○説明者（小松崎）  はい。 
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○奥田委員  あと、この風が再現期間で1,000年～2,000年ぐらいに相当するのだという

ご説明だったのですけれども、聞いていると、中心気圧が840でしたか。 

○説明者（小松崎）  945でございます。 

○奥田委員  940というのは、それほどとんでもなく強いというわけでもない。確かに本

州に上陸する台風で、そこまで発達しているというのは少ないと思うのですけれども、全

くないわけではないし、昔はもっと低い中心気圧で上陸している記録などもあるわけなの

で、それでこの再現期間が1,000年～2,000年に相当する風だったと本当にいえるのかなと

いう、ちょっと素朴にそこが気になりました。台風シミュレーションで検討されて、そこ

には地形の効果とかも全部入っているのですか。 

○説明者（小松崎）  はい、考慮してございます。 

○奥田委員  それで求められた結果だということなので、そこはそれで私も何となくわ

かるのですけれども、中心気圧、台風の勢力、今回の台風がそこまで極めてまれな事象で

あったと言い切れるのかなというのがちょっと疑問になったので、質問させてもらってい

ます。 

○説明者（小松崎）  お答えになるかあれなのですが、先ほどの説明と重複するところ

がございますけれども、台風の規模もあるのですが、やはり台風の通ったルート、それか

ら、今回ちょうど尾根の上に風車が建っているわけでございまして、その尾根の両側は非

常にスティープな傾斜をもった山になってございます。そこを駆け上がる地形による増幅

効果、それからハブハイト、高さの補正、そういったものを考えますと、基準等を考えて

も、そういった形の割り増しになると考えて、この台風自体がほかの平地で、こういった

災禍を起こすのものとは思ってございませんけれども、ちょうど山の上で、こういったと

ころを通ったということで、このような特異な風速になったものと推定してございます。 

○勝呂座長  どうぞ。 

○川田委員  大変詳細な破壊のメカニズムを究明されたことは非常に役立つことだとは

思うのですけれども、言葉の定義で、細長部材は座屈というのが主たる破壊モードにはな

るのですが、基本的には圧縮荷重で起こるのを座屈というわけです。タワーは上に重たい

ものが乗っかっているから、何となく座屈というのもあり得るのですけれども、ブレード

に関しては圧縮荷重がほとんどかかっていないわけです。それで座屈という破壊を表現す

るのは、これは多分共振における曲げだと私は思うのですけれども、座屈といってしまっ

ていいのかというのが１つ。それから、同様に考えると、タワーはそういうものは座屈と



- 29 - 

 

いう表現は使うのかなと。業界の言葉でもあるのですけれども、機械系の言葉でいうと、

座屈というのはちょっと違和感を感じるということでございます。 

○説明者（株式会社ユーラステクニカルサービス）  今ご指摘いただいたとおりかと思

います。実際言葉として、破壊のモードとしては結局、曲げ座屈という形になるのですけ

れども、曲げによる座屈というか、途中で折れてしまうというか、折損です。ミクロ的に

みると、最終的にブレードにしても、タワーにしても、しわが入って、そこでぼきっとい

くところに関しましては曲げということで、法線方向の変形が大きくなってという形で、

曲げですので、圧縮も作用している部分があるという形で、ぱっと通じる言葉というのは

定義で難しいとは思うのですけれども、何か適切な表現があれば、ご教示いただければと

いう感じでお願いいたしたいと思います。 

○川田委員  初めて聞いたから、ちょっとびっくりしてしまいました。 

○勝呂座長  後で説明をお願いします。 

 あと、私から１点質問があります。４ページの支持物設計風速設定条件というところで、

これは2009年に大臣認定を受けたときに、Ｖe50が105m/sで、Ｖrefが69.3m/sとなっています

よね。それで、これが16ページの下の7.2.新たな設計風速条件とか、こういうところでい

うと、Ｖe50が70m/sになっていますよね。ここのつながりがちょっとよくわからないので、

逆の言い方でいうと、タワーのほうは100数メーターで設計していたのだけれども、70メー

ターので作られた風車を載せていたということですか。 

○説明者（小松崎）  ご指摘のとおりでございます。 

○勝呂座長  風車とタワーの設計条件が違っていたということになるのですか。 

○説明者（小松崎）  単純な言い方でいうと、ご指摘のとおりでございます。 

○勝呂座長  それは建てたときの設計条件を合わせるときに、いってみれば見落とした

というか、そういう風車しかなかったということで、それを採用したということですか。 

○説明者（小松崎）  正直、10年ちょっと前のお話でございまして、なかなか確認でき

ないところがあるのでございますけれども、ご指摘のとおり、支持物に関しましては、か

ような設計風速で事業者が設計した。一方、上物に関しましては、メーカーさんの仕様の

ものということで導入したと理解してございます。当時は上物と支持物で、建築基準法に

基づく審査と電気事業法に基づく審査というのが２つあったかと思いますので、それで違

った風速が設けられていたということでございます。 

○勝呂座長  わかりました。時間的な経過からいうと、そのようになっていたのは承知
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していますので、こうならざるを得ないのかなとは思ってはいるのですけれども、逆の言

い方でいうと、事業者としても、メーカーとしてもそこのところをきちっと配慮して設計

しておかなかったというのはちょっと残念だなという気がします。 

○説明者（小松崎）  おっしゃるとおりかと思っております。 

○勝呂座長  ほかによろしいですか。どうぞ。 

○石原委員  今の座長のご指摘にも関連しまして、過去の審査のやり方、一本化された

後には今のような問題は発生していないと私は認識していますが、今回こういった過去に

審査された風車については、今回の事故調査において非常によいモデルをつくられている

と思います。設計というのは50年一度の事象に対して行うだけではなくて、今回の事故の

ように非常に長い再現期間の事象も発生します。実際ＩＥＣの新しいバージョンの中にロ

バストチェックという方法が提案されまして、それが再現期間50年に対して設計するのが

基本なのですが、例えば，500年再現期間の地震についても500年、すなわち極稀の事象に

対しても設計が実施されているのです。その場合の安全率は1.0を用いられています。今回

の風速は1,000年相当し、安全率1.0で、その安全性を担保するということは極めて有効的

です。経済的に考えても合理的です。今回の事故調査の中で実施されたことは非常によか

ったと思いますし、もし心配されるサイトがあれば、こういった考え方で安全性をチェッ

クされることが望まれます。 

○勝呂座長  ありがとうございます。さっきの建築基準法の基準と風車の本体の設計条

件は今、一本化して、ずっとチェックしていると思いますけれども、さっきのフィードバ

ックの話ではないですが、前の風車でこのような齟齬があるものをどうするかというのは、

ユーラスさんは多分自分のところのものは調べられていると思うのですが、ほかのところ

もそういうところでいうと心配なところがまだ残っているというのは正直なところで、実

際問題として遡及できないですから、ということがあって、そういうところはチェックし

ておかないといけないのかなという気がします。ありがとうございます。 

 それでは、本報告をもって、肝付ウインドファームの風車損傷事故への設備復旧対策に

関する議論は終了したと考えますが……どうぞ。 

○青木委員  同じ18ページで、残ったものの健全性のミクロ的なチェックはこれでいい

と思うのですけれども、損傷があるかないか、建築物でも固有周期をはかって、マクロ的

に大きな損傷があるかどうかというのがチェックできるので、それをぜひやっていただき

たい。常時微動計をちょっと上に乗せてはかるだけなので、コストもそんなにかからない
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と思うので、それだけお願いしたい。 

 以上です。 

○勝呂座長  できたらよろしくお願いします。 

○説明者（小松崎）  固有周期に関しましては、ブレードにつきましてやっております

ので…… 

○青木委員  ブレードというのは、私がいっているのはタワーの固有周期のことです 

○説明者（小松崎）  ありがとうございます。タワーにつきましてはまだやっておりま

せんので、そういったことを考えたいと思います。 

○石原委員  さっき健全性チェックのところで、ボルトに緩みが発生したもの全基を交

換したというものをこの中に書かれていますか。 

○説明者（小松崎）  本日の資料の中には書いてございません。 

○石原委員  ぜひ最終報告書の中に入れていただいて、今の固有周期のチェックと、ボ

ルトの緩みが発生した場合には全数を交換したという対策を入れていただければ、今後の

参考になりますので、よろしくお願いします。 

○説明者（小松崎）  承知いたしました。 

○勝呂座長  ありがとうございます。それでは、株式会社ユーラステクニカルサービス

におかれましては、今出た意見、ご質問等の回答も一緒に含めて最終報告書とさせていた

だいて、設備復旧対策ということで進めていただきたいと思いますので、ありがとうござ

いました。 

 では、続きまして、ちょっと時間が押していますので、南大隅ウインドファームの設備

復旧対策について、資料説明を株式会社ジェイウインドサービスからお願いします。 

○説明者（本庄）  ジェイウインドサービスの本庄ですが、南大隅ウインドファームの

ナセルカバーの損傷、第３報になりますが、報告させていただきます。 

（パワーポイント） 

 この損傷は、今の肝付と同じ台風でナセルカバーが損傷したものでございます。南大隅

に風車が19台ついておりまして、上のカバーが脱落したものが７台、ラジエーターのカバ

ーが脱落したものが３台、脱落はしなかったのですが損傷したものが４台と、損傷がなか

ったものが５台あったということで、これの対策の報告でございます。 

 事故当時の風速でございますが、40～50m/sということで、設計風速以内の風速でござい

ました。そうしたことから、風車側に何か問題があったのではないかというようなことで、
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いろいろと調査をしてございます。 

 事故当時の状況でございますが、この風車は停電時のバックアップ用としてディーゼル

発電機をつけておりまして、ディーゼル発電機を用いて系統電源が断になったときにもヨ

ー制御の電源を確保する設計にしておりましたが、ヨーがとまっていたものが３台ありま

して、そういったところについても今回の原因ではないかというようなことで調査を進め

ております。 

 ２．からが事故原因の推定でございますが、図面等もなかったものですから、３Ｄ計測

してＣＡＤの図面をつくりまして、部品の強度はサンプリングして強度試験をして推定し

たということでございます。 

 それから、事故当時の風車を調べたところ、フレームとナセルカバーの接着が剥離して

いたところがありまして、そちらを再現して構造解析をしてございます。 

 ヨー制御が停止した原因の調査結果を下に書いてございますが、ここにつきましては、

風車の電源電圧の設定とディーゼル発電機の電圧設定が合っていなくて、それでヨー制御

が動作したときに瞬時的に電圧低下するようなこと、あるいは、ディーゼル発電機の冷却

温度スイッチが劣化しており、これが不要動作したというようなことで原因ではないかと

推定いたしております。 

 ページをめくりまして、次のページが事故原因調査をしたとき解析のダイジェストでご

ざいますが、ナセルカバーに接着の剥がれがある状態で乱流を含んだ風を受けた場合に、

カバーが振動して変形して、局所的に大きな力が加わって破断に至るというようなことを

確認してございます。 

 こういう解析結果によりまして、昨年７月に台風対策として緊急的な対応をしてござい

まして、その結果を２ページ目の下の図に記載しております。接着の剥がれた部分にボル

トを打ち込んで固定するようなことを行い、前方からの73 m/s程度の風に耐えるような対

策をして、昨年の台風シーズンを乗り切るようなことにしてございます。このときには下

側のカバーも多少補強していますが、そちらはまた後ほど説明いたします。 

 それから、資料の３ページ目からが恒久対策のご説明になります。恒久対策といたしま

しては、下側のカバーは台風で壊れませんでしたので、基本的には流用いたしまして、上

側のカバーは今回被害を受けなかったカバーも含めて19台全てつくり直すということにし

てございます。 

 そのときに、設計風速といたしましては、待機時の暴風ということで、風速73.1 m/sで、
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風向が０°、プラスマイナス15°、それから待機中の故障ということで、風速58.5 m/sで、

全風向ということを設定いたしまして、これに耐えるようなナセルカバーにするというこ

とで補強の検討をいたしてございます。 

 補強したことを表２にまとめてございまして、上側のピンク色で書いたところが新しく

つくる上カバーの補強の内容で、下のブルーのところは流用する下カバーの補強の内容と

いうことでございます。 

 ３ページ目の下、下カバーの補強の内容ということで、下カバーは台風でも壊れなかっ

たものですから、大きな補強はないのですが、フレーム部分で局所的に大きな力が加わる

ところがあるものですから、この吹き出しの①、②、③で書かれているようなところ、応

力集中した部分にプレートを当てがうような補強をしてございます。これが下カバーの補

強でございます。 

 それから、上カバーの補強につきましては、４ページ目に上の図、下の図で書いてござ

いまして、主なところだけ説明いたします。上の図の左上をごらんいただきますと、対策

⑤の吹き出しで書いてございますが、真ん中のフレームを１本追加してございます。それ

から、対策④の吹き出しに書いてございますが、フレームの厚さを増してございます。そ

れから、対策⑩の吹き出しに書いてありますように、ＦＲＰについても引っ張り強さが1.

7倍になるようなものを使うことにいたしました。 

 それから、右の上のところをみていただきますと、今回、接着の部分が剥がれて、カバ

ーが飛散した原因と考えられているフレームとＦＲＰの接合部分でございますが、ここに

つきましては、接着ではなく、ＦＲＰを巻き込むような構造にするとともに、ボルトを打

ちまして、ＦＲＰの中で鋼材ががたつかないような対策をとるようにいたしてございます。

ボルトの表面部分につきましては防水対策をするような対応をとることにいたしておりま

す。 

 それから、下の対策図案でいきますと、主なものといたしましては、左の上に書いてあ

りますように、上側のフレームと下側のフレームを固定する固定部分ですが、もともとは

４ヵ所の金具でしか固定していなかったところを、さらに７ヵ所金具をふやして、強固に

固定するように対策をしてございます。 

 それ以外にも、解析のトライ・アンド・エラーで少しずつ補強等を足していった結果、

この４ページに書いてあるようなもので全部補強したところ、構造解析でもつようになっ

たということでございます。 
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 構造解析でございますが、５ページ目に書いてございまして、まず安全率の考え方でご

ざいますが、ＧＬ2010に書いてある安全率の考え方を適用して強度を検討してございます。

簡単にいいますと、風荷重の安全率はＤＬＣの6.1は1.35、7.1は1.1倍ということで、風と

してはこれだけの安全率をみました。 

 それから、材料の安全率については、ここの表に書いてある部分安全係数という中で、

鋼材フレームは1.1倍、ＦＲＰは1.35倍の安全率を見込んでございます。さらに、ＦＲＰに

つきましては、短期荷重の検討のときに用いるように決められている経年劣化、温度劣化、

ハンドレイアップ、後硬化というような安全率も適用いたしまして、ＧＬに書いてある安

全率を考慮した中で検討したということでございます。 

 それから、ＦＲＰについても３つのサンプリングで、３方向で圧縮と引っ張りの試験を

やりまして、適切に強度特性値をとって、それを採用して、構造解析をいたしました。 

 その構造解析の結果ですが、ＤＬＣの6.1と7.1で全てオーケーということを確認いたし

てございます。専門家の皆様のところには、この附属資料ということで解析のエビデンス

をつけてございますが、結果としては全部オーケーということになってございます。 

 こうした補強をすることで、ナセルカバーはもとより60kgほど重くなるのですが、鉛直

荷重が0.04％程度ふえるものの、構造上問題ないということを確認いたしております。 

 それから、ヨーバックアップの信頼性向上対策ということで、電圧の設定につきまして

は360Vを400Vに修正するということと、ヨーモーター、ヨーブレーキの点検強化をいたし

ます。それから、水温スイッチは過去の故障の履歴も踏まえまして３年ごとに点検、交換

するということ。非常用発電機につきましても、台風の前等、点検を強化するようなこと

を考えてございます。 

 こうした対策をとりまして策定した復旧計画を、６ページ目に記載してございます。本

日の構造強度ワーキングで承認いただけましたら、上カバーの製作の発注をいたしまして、

２つずつつくって、運んで載せるというようなということを繰り返していくことを考えて

ございまして、ことしの末ごろには19台の発電機の運転再開を見込んでございますが、被

害を受けなかった発電機のカバーも全部交換するということで、全部の対策が終わるのは

2019年の後半というようなことになります。 

 それから、２つだけ、カバーの製作の型どり用に入手したＦＲＰの上カバーがございま

して、これを、今カバーが飛んでいる風車に載せて、緊急対策相当の対策をした上で、今

雨ざらしになっております発電機等の修理をして、新カバー上架までの間、発電機の暫定
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運転もしたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○勝呂座長  ありがとうございました。それでは、今の報告についてご意見、ご質問等

ありましたら、お願いします。どうぞ。 

○川田委員  随分積極的に設計変更されたということでよろしいかと思うのですけれど

も、100％大丈夫だというのは構造物ではいえないので、どうやってこういうものと今後お

つき合いしていくかということになるとは思うのですが、定期的な検査といいますか、Ｆ

ＲＰに関しては接合部も含めてどのような検査をお考えなのでしょう。 

○説明者（本庄）  ＦＲＰにつきましては、やはり製作時の品質管理をやることが非常

に大切と思っておりまして、製作中の材料の管理や製作時の温度管理等については工場に

行って確認したいと思ってございます。 

 あとは、今回そもそもこういうカバーが飛んだというのは、カバーのすき間を放置して

いた保守上の問題がございまして、カバーのすき間があいているというのは認識していた

のですが、ベルトを巻いたりして対策していて、それで問題なかったと思っていた保守上

の間違いもございまして、すき間やボルトの緩み等を定期点検で確認して、問題があれば

すぐ修繕するという対応になるのではないかと思っております。 

○勝呂座長  ほかにないですか。――よろしいですか。そうしたら、私からひとつ聞か

せてください。 

 １つは、前のとき、やはりディーゼル発電機が動かなかったという件がすごく気になっ

ていて、今回のものでいうと、台風が来そうだといったら、チェックに行くのだと書いて

あるわけですけれども、そういうことを想定してもちょっと遅くなるようなことが発生す

るのではないかというのが心配で、もう少し定期点検的に、例えば３ヵ月に１回は回せと

か、半年に１回は回せとか、何かそういうことをしなくていいのかなというのが１つ目の

質問。 

 ２つ目は、この風車で図面がないからといって、今、全部自分でされていますよね。型

を測るとか。このメーカーは何にもしてくれないというのはどういうことなのかなという

のをお聞きしたいのです。さっきのガメサの話でもありましたけれども、倒産してしまっ

たというなら、それはそれでしようがないのかもしれないが――しようがないという言い

方はちょっとあれなので、電気事業法として考えると、ちょっとおかしいのではないのか

な、余りにひど過ぎるのではないかという気がするのが２つ目です。それから、その辺は
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もうしようがないと諦めざるを得ないのかなというのが２つ目です。 

 ３つ目は、今すぐ全部適用できるわけではないので、暫定対策をするといっているので

すけれども、これ、正直２回目ですよね。１回目、ベルトを巻いたようなものをやりまし

たよね。そうすると、さっき話ではさらっと流れたのだけれども、ことしの台風対策は大

丈夫なのかなというのがちょっと心配なのです。 

 その３つを教えてください。 

○説明者（本庄）  まず１点目のディーゼルの発電機のことでございますが、これは台

風が来る前に保守員が行ってディーゼルを起動しますので、そのときには一応、起動を確

認した上で台風を迎えるという形になりますが、それでも、社内の事故調でも、それがと

まったりしたときにもつのかという議論もございました。ＤＬＣ6.2という状況で、ディー

ゼルがとまって暴風相当の風を横から受けたときにもつのか、もたないのかという検討も

してございまして、先ほどのユーラスさんのケースと同じような考え方で、安全率を1.0で

検討した場合には、実力的にはカバーがもつのではないかという検討はしているところで

ございます。そういう意味では停止対策については保守員が事前に行って回すという状態

にしておりますし、それが万が一とまった場合であっても、相当強固なカバーをつくりま

したので、実力的には横から風を受けるような形になってももつのではないかと考えてい

るところでございます。 

 ２点目のメーカーの対応でございますが、メーカーに相談すればいろいろとやってくれ

る可能性もなきにしもあらずだったのですが、やはり時間もかかるだろうし、それであれ

ば自分たちでできることをやっていったほうが対策の実施が早いのではないかということ

で、今回我々のほうで進めてございます。そういう意味では実際にこの風車を輸入して販

売したメーカーさんに相談もしていませんし、相談して、やらないといわれたわけでもあ

りませんが、我々の判断として、自分たちでやったほうが結果としては早く対策が構築で

きるのではないかということで検討させていただきました。 

 それから、台風対策のところにつきましては、緊急対策の検討でやったように、ボルト

でカバーをフレームに固定するとか、ラジエーターカバーの養生をするという形で、前方

からの73m/sの風に耐えるという計算はしておりますので、これが５年、10年ずっとという

のは心配なところがありますが、もう一回、台風シーズンということであれば耐えられる

と考えております。 

○勝呂座長  ありがとうございます。台風対策、ことしも来るかわからないですけれど
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も、十分に管理、チェックしていただきたいと思います。ほかによろしいですか。どうぞ。 

○青木委員  すごく強固なので飛びそうもないとは思うのですけれども、想定外のもの

が外部から来たときに、どんな壊れ方をするかというのも大事で、それでも飛んでいって

しまうのだったら、何か落ちないように、最後の手段でぶら下がって終わるとか、何かそ

ういう緊急的な対応のときにはフェイルセーフをつけるというのも１つの有効な手段なの

で、考えていただきたいというお願いです。 

○説明者（本庄）  カバーの飛ぶ飛ばないところのフェイルセーフはなかなか難しいと

ころもあるかと思いますが、まずは直した状態で、健全な状態を維持するというのが大事

かなと思っておりまして、そういう意味では保守で頑張っていきたいと思っております。 

○勝呂座長  どうぞ。 

○石原委員  今回、昨年ある意味で暫定対策を実施しまして、原因は既に解明されてい

ると思います。きょうの報告の中で、まさしく１ページのところに書かれているように、

今回のカバーについてです。恒久対策では暫定対策に比べかなり強固につくるようにした

と思われます。そういう意味では、最後のまとめとして、今回の報告内容そのものという

よりは、今回、恒久対策、実際実施に当たって、こういった原因に対してこういう対策を

実施するということを、もう一度まとめていただけるとありがたいと思っています。第２

報のところで既にできていることはよろしいですが、特に今回行った上カバーの設計では、

単に荷重、それと耐力を実施しただけではなくて、製造面において接着ではなくFRPで巻

き込むとか、ボルトを入れるとか、要するに巻き込み方式の単純な強度確保だけではなく

て、ボルトを通してやるということがかなり強化対策になる。いろいろな考え方があるの

ですが、やはり今回の提案は最も安全であって、専門家からでも推奨された手法であると

私は理解していますので、まとめていただければと思います。今回報告された恒久対策と

昨年まとめられた暫定対策の違い、また、最終的に実施した対策がわかるようにまとめて

頂きたいと思います。お願いします。 

 ２番目は、やはり発電機がとまるというところが前回調査が不十分だったところがあっ

たのですが、今回は原因を解明しまして、対策もきちんと捉えられたので、ここについて

も最終的に、恒久対策として発電機についても対策したというところをわかりやすく、さ

っきユーラスエナジーの発表の中で示されたような表の形にまとめて、原因と対策という

形でまとめていただき、ほかの事業者から参考しやすい形になればと期待しております。

よろしくお願いします。 
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○勝呂座長  ありがとうございます。では、もう時間も過ぎていますので、一応、本報

告をもって南大隅ウインドファームの風車損傷事故への設備復旧対策に関する議論はおお

むね終了したと思いますけれども、事業者におかれましては、今出たようないろいろな議

論とか意見を反映しまして、回答をお願いして、それでこの件については終了したいと思

います。よろしくお願いします。 

 次に、議題に進みますけれども、洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説につ

いて事務局から資料の説明をお願いします。 

○榎本電力安全課長補佐  事務局から説明させていただきます。お手元の資料５でござ

いますが、ただいまこちらにあります国土交通省さんと我々経済産業省合同で委員会を立

ち上げまして、洋上風力発電、これから港湾内で一緒に展開していきますけれども、それ

につきまして、技術審査をするときの審査基準の統一化を考えております。 

 ２ページの一番下、右下のほうに書いてあるページですけれども、電気事業法と港湾法

それぞれにおいて、港湾内で洋上風力をされるときには必要になりますが、それぞれの技

術基準がずれておりますと、大変皆さんにご迷惑をおかけするということで、今それを統

一化しようという動きをしております。スケジュールと書かれている下のところ、黄色く

書いてあるところが洋上風力発電施設の構造審査基準ということで、これの統一化を図っ

ております。それとは別に29年度、国交省さん主体で工事実施方法の審査指針、来年度に

つきましては維持管理方法の審査基準をつくって、港湾内での洋上風力が進むようにとい

うことで進めているところでございます。ここに書いてあるような委員会をつくりまして、

今、運営を進めているところでございます。 

 この審査基準、今申し上げたものをあわせたもの、このページの一番下のほうに書いて

ありますけれども、統一的な考え方を解説する「洋上風力発電設備に関する技術基準の統

一的解説」という読み物を現在作成しております。これをもちまして両法がカバーできる

ようにという考えです。 

 ここの５ページ目のところにありますけれども、まず今回のスキーム、そもそも赤いと

ころ、洋上風力発電事業者とありますが、その下にある水域占用予定者の選定。これは国

交省さんのほうで、港湾内で洋上風力発電をしたい人を港湾法で募集できるようにする。

募集してプロポーザルを得て、あなたのプロポーザルを選定しますということになりまし

たら、環境アセスだとか海域調査、詳細設計へ進み、その下のところ、黄色と水色になっ

ておりますけれども、電気事業法においては工事計画届、港湾法においては公募専用計画
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を出していただいて、それぞれ審査及び確認をさせていただくというスキームになってお

ります。このときに先ほど申し上げた統一的解説を活用して審査を実施するということで、

双方の技術基準を一体化させるということを検討しております。港湾法につきましては、

今年度中に、この審査においてこの解説を使えという告示を出されると聞いております。

私ども電気事業法では、実際に風技、風力発電設備の技術基準の解釈に来年度取り込むよ

うに実施してまいりますけれども、今年度中、とりあえず、我々の工事計画届を受けてい

る産業保安監督部の部長宛に電力安全課長からこの解説を使って審査するようにという通

達を出す予定でございます。 

 中身につきましては、細かくなってしまいますので、資料を割愛させていただきますが、

港湾ということで、一般的には防波堤をイメージされて、防波堤の内側ということで考え

てしまいがちなのですが、港湾区域といわれているものは防波堤の外側にも広がっている

ということで、恐らく風車を建てるときには防波堤の外側に建っていると捉えていただけ

ればと思います。 

 そして、この絵に書かれているのは、例えば大規模地震とかが起きたときに緊急物資の

輸送ルートとなるような耐震強化岸壁が港湾法の中にあるということですけれども、こう

いうものを有する港湾の場合には、まかり間違えても風車が倒壊して、この航路を塞いで

しまって災害復旧に支障が出るということがあってはならないということで、非常に厳し

い耐震基準を航路の近くには、適用させていただくということになります。 

 一方で、いろいろな外力もあるというところを全て書いて、読み物を１つ読んでいただ

ければ、両方の法律でどういうところが規制がかかってきて、どういう計算をしなければ

いけないのかというのがわかるようにという配慮をしております。電気事業法では風車の

構造、雷への対策、取扱者以外の人が入らないような立入禁止措置、それから、油が漏れ

て海を汚さないようにというところ。港湾法では、風車の後ろ側、風が乱れて乱流が出て

まいりますけれども、それによって船に障害を起こさないように、あるいは、もう既に港

湾内に敷設されている既存のものを邪魔しないように、あるいは、海からみたときに標識

という形で、船からみて、あそこに風車があるとわかるようなもの、航空障害灯をつけた

り、というような規制があります。それから、例えば作業するときにも船を留めていい場

所を港湾内で決めるルールがあるということでございまして、建設中、あるいは運用中に

も泊地をきちっと決めていただくという形になっております。 

 こういう形でとりまとめました統一的解説を本来であれば先生方にこの場でご覧いただ
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きたかったのですが、ちょっと修正作業が遅れております。ですので、こちらのほうは修

正が終わり次第、先生方にお送りさせていただいて、意見をいただいて、こちらの統一的

解説を詰めている事務局につなぎたいと思いますので、後ほど資料を送らせていただきま

すので、ご確認をいただければと思います。本日は前回、11月の委員会の際にお示しした

ものを暫定的にお手元に用意しております。よろしくお願いいたします。 

○勝呂座長  ありがとうございます。それでは、ただいまの報告に関してご意見、ご質

問等あったら、お願いします。――それでは、今、途中ということもあるので、気づいた

ところがあれば、後でもよろしいのですけれども、あと、今、事務局から説明がありまし

たが、洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的見解を作成しているということがあり

ますので、それを今後どうやって扱うかというところで、予定があればお願いします。 

○榎本電力安全課長補佐  後ほど先生方からお送りいただいたご意見を事務局で集約い

たしまして、勝呂座長にご確認いただいて、こちらの統一的解説を作成している事務局に

伝えたいと考えております。そこで意見を集約したものに関しましては、勝呂座長にご一

任いただければと考えております。 

○勝呂座長  ありがとうございます。今、事務局から提案がありましたけれども、意見

の集約に関して座長一任ということで異議はないでしょうか。よろしいですね。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、事務局と私のほうで責任をもって意見をとりまとめたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 本日の議論と最新の資料を読んでいただいて、集約した意見を踏まえて事務局としっか

り対応をお願いします。 

○白神電力安全課長  今後座長とご相談の上、国交省と共同でやっている検討委員会で

作業を進めて、統一的解説を作成していきたいと思います。先ほども申し上げましたが、

今年度はこの解説を担当職員に周知いたしまして、洋上風力発電の審査の円滑化に努めて

まいりたいと思います。 

○勝呂座長  ありがとうございました。 

 では、最後の報告になりますけれども、風力発電設備の安全管理検査制度施行に係る取

り組みということで、一般社団法人日本風力発電協会の海津技術部長から資料の説明をお

願いします。 

○説明者（海津）  それでは、報告させていただきます。昨年の４月から定期安全管理
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検査制度が施行になりまして、日本風力発電協会では、民間の規格になりますけれども、

３年前から定期点検指針の策定に取り組んできました。昨年の４月１日に発刊されており

ます。 

 次の次のページをご覧いただきまして、３ページですけれども、この制度は風力発電設

備のメンテナンスに新たに導入されることから、定期安全管理検査が的確かつ円滑に実施

されるように、電力安全課の方と日本風力発電協会で説明会を４月から５月にかけて全国

５ヵ所で開催しました。第１部で制度の説明、第２部で民間の規格と審査受審の手引き、

検査に係るＱＡを説明してまいりました。 

 参加者は下の表にありますように、第１部で372名、第２部で270名の方に参加いただい

ております。 

 次のページをご覧いただきまして、講習会に使用しました説明資料ですけれども、受審

の手引きとＱ＆Ａについては、講習会での質疑応答の内容を反映して改訂しまして、電力

安全課の方にも内容を確認いただきまして、ＪＷＰＡのホームページに公開しております。

当方にも何件か問い合わせをいただいておりますけれども、このＱ＆Ａを使って説明して

いるという状況です。 

 最後のページになりますけれども、定期安全管理審査受審の進捗状況ということで、ま

ずは審査の進め方のところを説明させていただきます。この箱書きのところの４項目めを

ご覧いただきたいのですが、2017年から2019年度までは経過措置の期間になります。申請

の基数によって審査の時期が設定されております。2018年３月末までに申請された発電所

は2017年度の受審になるという位置づけになります。 

 一番下の表をご覧いただきますと、10基以上の風車を申請する場合は2017年度から、３

基から９基の場合は2018年度から、３基未満の場合は2019年度からという期間が設定され

ておりますけれども、前倒しは可能ということであります。 

 箱書きの一番上からいきますと、定期安全管理審査は昨年の10月から開始されておりま

して、12月末の段階で10の発電所で審査の申請書が登録安全審査機関に提出されていまし

て、６つの発電所で実地審査が終了しております。下の表、３基から９基のところと10基

以上のところの足し算をしていただくと、そのような数字になります。 

 ３月末の見込みですけれども、69の発電所が審査申請書の提出の見込み、42の発電所が

実地審査終了の見込みとなりますので、この真ん中の表の一番下の10基以上のところをご

覧いただきますと、対象発電所数が80ぐらいと見込んでおりますので、約半数が実地審査
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が終了、約８割が申請の見込みということで、初年度としましては順調に進んでいるので

はないかと考えております。 

 報告は以上であります。 

○勝呂座長  ありがとうございます。それでは、今のご報告に対してご意見、ご質問等

がありましたら、お願いします。よろしいでしょうか。――それでは、質問が無いような

ので、時間もオーバーしていますので、何か意見等があったら電力安全課にお願いすると

いうこととあわせて、これで議事の終了としたいと思います。 

 あと、事務局から連絡等があったらお願いします。 

○白神電力安全課長  次回の日程は後日、事務局からご連絡させていただきます。また、

本日の議事録につきましては、後日、経済産業省のホームページに掲載いたします。 

 以上でございます。 

○勝呂座長  それでは、本日は皆様の活発なご議論をいただきまして、ありがとうござ

いました。 

 以上をもちまして本日の会議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

 

――了―― 

 

 


